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4 議案の提出及び説明 (議案第 90号から議案第 119号 まで及び報告第 15
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5 議案第 98号 令和 5年度南相馬市一般会計補正予算について
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本 日の会議に付 した事件

日程第 1 会議録署名議員の指名

日程第 2 会期の決定

日程第 3 諸般の報告

日程第 4 議案の提出及び説明 (議案第 90号から議案第 119

15号 )

議案第 90号 南相馬市職員の給与に関する条例の

例制定について

まで及び報告第

を改正する条

⌒

議案第

議案第

議案第

議案第

議案第

議案第

議案第

議案第 98号
議案第 99号
議案第 100号

91号 特別職の職員の給与に関する条例の

例制定について

92号 議会議員の議員報酬、費用弁償等に

を改正する条例制定について

93号 南相馬市一般職の任期付職員の採用

一部を改正する条例制定について

94号

95号

96号

97号

部を改正する条

る条例の一部

に関する条例の

南相馬市立病院看護職員の令和 5年度特殊勤務手当の

特例に関する条例制定について

南相馬市東 日本大震災による津波被災者に対する固定

資産税の減免に関する条例の一部を改正する条例制定

について

南相馬市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制

定について

南相馬市老人福祉センター設置条例の一部を改正する

条例制定について

令和 5年度南相馬市一般会計補正予算

令和 5年度南相馬市一般会計補正予算

令和 5年度南相馬市国民健康保険特別

つ

つ

い て

い て

補正予算に
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議案第 101号

議案第 102号

議案第 103号

議案第 104号

議案第 105号

議案第 106号

議案第 108号

議案第 109号

議案第 110号

議案第 111号

議案第 112号

予算について

議案第 107号 令和 5年度南相馬市下水道事業会計 正予算について

つ い て           ・

令和 5年度南相馬市介護保険特別会計補正予算につい

て

令和 5年度南相馬市工場用地等整備事業特別会計補正

予算について

令和 5年度南相馬市後期高齢者医療特別会計補正予算

について

令和 5年度南相馬市水道事業会計

令和 5年度南相馬市病院事業会計

令和 5年度南相馬市工業用水道事

いて

工事請負変更契約の締結について

工事請負変更契約の締結について

工事請負変更契約の締結について

財産の取得について

財産の取得について

算について

補正予算につ

ヘ

⌒

議案第 113号 公の施設に係る指定管理者の指定に い て

議案第 114号 公の施設に係る指定管理者の指定に い て

議案第 115号 公の施設に係る指定管理者の指定について

肇重曇
|||[ :[][:[[:[:]]:[[掘 1撼

募更について

議案第 119号 字の区域の変更について

報告第 15号  専決処分の報告について

議案第 98号 令和 5年度南相馬市一般会計補正予算について

(質疑、討論、表決)

日程第 5
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⌒

⌒

午前 10時 00分 開  会

○議長 (平 田 武君) これより令和 5年第 5回南相馬市議会定例会を開会いたします。

出席議員は定足数に達 してお ります。

これより議事に入 ります。

本 日の議事は、議事 日程第 1号をもつて進めることといた します。

日程第 1 会議録署名議員の指名

O議長 (平 田 武君) 日程第 1、 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員に16番、鈴木貞正君、17番 、今村裕君、18番、小り|

たします。

尚一君を指名い

日程第 2 会期の決定

O議長 (平 田 武君)次 に、日程第 2、 会期の決定を議題といたしま

お諮 りいたします。

今期定例会の会期は、本 日から12月 25日 までの20日 間といたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

(「 異議なし」 と呼ぶ者あり)

O議長 (平 田 武君)御 異議なしと認めます。

よつて、会期は本 日から12月 25日 までの20日 間と決定をいたしまし

日程第 3 諸般の報告

O議長 (平 田 武君) 次に、日程第 3、 諸般の報告を行います。

初めに、監査委員から、地方 自治法第235ら 2第 3項の規定に

回から第 10回 までの例月出納検査の結果について、議長の手元ま

すので、御報告をいたします。

次に、閉会中における議長活動の主なるものについて御報告を

基づく令和 5年第 8

で報告されてお りま

いたします。

時総会につい

S処理水の海

伴 う事業者、

H月 8日 、喜多方市で開催 されました第183回福島県市議会議長会‐

てでありますが、国・県及び関係機関への各市要望事項として、AL

洋放出への対応、地域医療体制の充実や産科医療の確保、物価高騰等
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生活困窮者への支援などの議案21件 について、審議の結果、原案のとおり承認され、

福島県知事、福間県議会議長に対して実行運動を行 うことを決定したところでありま

す。     物

以上が閉会中における議長活動の主なものであります。

これ らの書類は議会事務局に備えてありますので、必要に応 じ御覧いただきたいと

思います。

次に、過般、議会運営委員会及び建設経済常任委員会において、 地行政視察を

御報告を願い行つてお りますので、これ らについて、各委員会からその結果につし

たいと思います。

まず初めに、議会運営委員会の報告を求めます。

議会運営副委員長、小川尚一君。

(議会運営副委員長 小川尚一君 登  壇 )

O議会運営副委員長 (小川尚―君) おはようございます。

令和 5年度議会運営委員会先進地行政視察調査報告をいた します。

議会運営委員会におきまして、H月 14日 、15日 の 2日 間にわたり、

会 と愛知県安城市議会の先進地行政視察を行つてまい りましたので、

します。

初めに、岩倉市は、愛知県の北西部に位置 し、名古屋市のベ ッドタ ンとなってい

ます。また、濃尾平野の大山扇状地にある平地で、総面積10.47平 方キロメー トル、

人口は4万 7,761人です。農畜産物として、名古屋コーチンのひなを大量に出荷 して

―の進んだ自

、財務が14名

われます。ほ

条例検証特

予算規模は令和 5年度当初予算で169億 6,000万円となっており、 員数は437人 で

す

視察研修調査事項は 「議会サポーター制度について」で、目的とし

運営に関し市民からの要望、提案その他の意見を広 く聴取 し、議会運

せ、市議会の円滑かつ民主的な運営を推進することにあります。

、岩倉市議会

などに反映さ

サポーターの人数は100名 以内とし、市民から年代別に無作為に抽 された市民500

名から意思を確認 し、加えて公募の市民となっています。任期は 1年で、再任は可と

しています。資格は、満 18歳以上の岩倉市民または勤務・在学者で、岩倉市が雇用す

る常勤の地方公務員は除きます。

知県岩倉市議

下報告をいた

いるとのことでした。

市議会の定数は15名 、 うち 6名 が女性で40%を 占めてお り、ジェン

治体 と言えます。常任委員会は、総務産業建設が 7名 、厚生文教が 7

で、議長を除く全議員が委員 となってお り、本市の予算決算 と同じと

かに議会運営委員会 と広報委員会をはじめ 2つの協議会があり、議会

別委員会があります。
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⌒

職務は、 1といた翠撃範て、当市議会本会議、委員会などを可能な限り傍聴 し、意

見、提言を文書で提出する、 2、 市議会議員との意見交換会などに出席する、 3、 随

時、議会運営に意見、提言を行 う、 4、 議長からのアンケー トに答えるとなつていま

す。

報酬等は、謝礼 として3,000円 のクオカー ドとなっています。

課題 として、100名 の定数に対 して500人 を抽出し、意思を確認す|
となってお り、なかなか受け入れていただけない状況にあります。■

軍を1二 [彗l[言 i:詈 [亀][F;峯 i[lL落 』I[IF中 1
どの自治体においても、議会に関心を持ってもらうのは難しい課尋

しましたが、少なからず、そのきっかけづくりになっていると感じた

次に、安城市についてですが、愛知県の中央南部に位置し、日本デ

が、現在は21人

方で、サポータ

ら議員に立候補

だと改めて認識

次第であります。

ンマークと呼ば

方で、徳り|1家康

ます。

れるほどの農業先進都市として、昭和27年 に県下13番 目の市 として誕生いたしました。

その後、名古屋市まで30キ ロメー トルの距離や豊田市に隣接 している等、地理的条件

に恵まれたことか ら自動車関連企業や工場、住宅建設が進み、市制施行 当時 3万

眸ム〔署[よ1鼻●I■t)声薦乙]よ蹴1ム受t撃ll

令和 5年度予算額は、一般会計704億 2,000万円で、特別会計、企業

総額では1,H5億 7,300万 円になります。

1会計を合わせた

安城市議会議員の定数は28名 で、常任委員会は総務企画が 6名 、健康福祉が 7名、

市民文教が 7名 、産業建設が 7名 となつてお り、特別委員会として、未来型スマー ト

まちづくりH名 、少子化対策H名 があり、ほかに議会運営 8名 となつています。

視察調査については、 「議会 IT化の取歿組みについて」です。

まず、議会におけるタブレット導入は、

進会議を開催 し、年間15回 の会議で実施内

本計画をまとめました。基本的な考えとし

を積極的に活用 した次世代の議会運営、市民。と
つながる、議会情報を分かりやすく市

民に公開するがあります。そのため、グループウエアや電子会議システムを導入 し、

議場、委員会室のWi― Fi環境も図られています。

導入時の会議システム費用は約18万円、グループウエアが28万 5,000円 で、年間維

持費は合わせて117万 円となっています。タブレットにつきましてはレンタルで、内

訳はデータプラン5ギガバイ ト、端末レンタル料 (128ギガバイ ト)、 さらに保守パ

ックを合わせて 1台当たり約4,500円 となっています。

歳出については、公費2,500円 、政務活動費として2,000円 で、個人の負担はありま
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ヘ

ヘ

せん。

契約形態はレンタルで、故障修理は無償対応、紛失も年 2回まで無償 となっていま

す。

結果は、導入後 4年間で18万枚のペーパーレスと係る費用対効果 して、人件費、

印刷費、FAX廃 止などで年間222万 円の削減が実現 しています。

さらに、安城市議会では独自のホームページを導入 し、キッズペ ジな どで分か り

やすい議会の仕組みや、各審議結果で各議員の賛否態度を掲載してします。また、タ

ブレットを活用 した電子採決システムも導入 しています。

課題としては、全てペーパーをなくすのではなく、バランスが必 とのことで希望

に応 じて一部紙ベースの配付を予算決算で行つています。さらに、会議システムでの

手書き入力の改善や、編集画面と閲覧画面の切替えの簡易化などが挙げられており、

今後も定期的なフォローアップ講習が必要とのことでした。

本市議会におけるタブレット活用に共通する部分も伺えた一方で、タブレットによ

る電子採決や電子会議についても、効率化 とペーパー レス化のバラ

検討も必要と感 じた次第です。

以上報告いた しますが、詳 しい資料などは事務局に備えてお りま

覧ください。

スを図 りなが ら

で、自由に閲

O議長 (平 田 武君) 次に、建設経済常任委員会の報告を求めます。

建設経済常任副委員長、菊地洋一君。

(建設経済常任副委員長 菊地洋一君 登  壇 )

○建設経済常任副委員長 (菊地洋一君) 建設経済常任委員会の先進地行政視察につい

て報告いたします。

建設経済常任委員会では、 10月 24日 及び25日 の 2日 間、 JA島原雲仙の総合集荷場、

長崎県雲仙市、佐賀県小城市の小城農泊推進協議会を視察 してまい りました。

まず、 JA島原雲仙の総合集荷場におけるブロッコリー共同選果についてでありま

す:

従来、」A島原雲仙には市内 3町 4か所の集荷場があり、施設ごとに品目がばらば

らで作業員の配置や JA職員間の情報共有に苦慮していたため、平成27年度に集出荷

貯蔵施設の整備を行いました。再編統合により出荷ロットの拡大、出荷計画の把握、

取引市場との情報共有、商談を一元化にすることが可能となり、販売 の向上及び農

業者所得の向上が図られています。

令和 4年度 JA島原雲仙でのブロッコリァの実績は、作付面積が

出荷量が2,603ト ン、販売額が10億 3,000万｀ あります。 1人当た り

クタール、

面積が3.8

ヘクタール。令和 4年度ブロッコリー生産者は65名 であり、今年は昨

産者が増加 しています。
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令和元年度には、農林水産省主催、農林水産祭で天皇杯を受賞 しました。

視察 した総合集荷場では、ブロッコリーを選果 しているさなかでした。搬入 された

ブロッコリーが仕分けレーンを流れ、自動的にサイズが選別 され、最後は熟練の作業

員が目視による確認をし、箱詰めされます。箱詰めされたブロッコリーは自動で製氷

された氷が詰められ、その日のうちに青果市場へ出荷 されます。

南相馬市で計画 している集出荷施設での共同選果を考える上で、とても参考となる

ものであります。

次に雲仙市における、特定地域づくり事業協同組合の取組につい
1であります。

組雰11憲 f鷺畜]看[][3を,LI「倉:墨量響[警嘗I曇菫』1環[『1言[
で、地域の担い手を確保する事業であります。

雲仙市では、人口減少が進み、過疎地域になる現状で、地域の労働力不足の解決や

地元高校卒業生の就職支援を目的にこの制度への取組を行 うこととし、事業者に向け

て制度の説明会を開催 しました。その後、市ホームページや広報紙で設立団体の公募

を行い、設立団体決定後は、組合の設立、地域づくり事業協同組合 としての認可手続

き等サポー トを行つています。

市がホームページや広報紙で設立団体の公募をしたところ、地域で 1つの団体を設

立することとしていましたが、 3つの団体が設立に興味を示し、最終的には 2つの団

体に辞退していただいたことや職員が 2名 しか応募がなかったことなど、様々な課題

があります。市としては、山積する諸課題を解決し、市内外から人材を呼び込み、人

手不足等で悩んでいる市内事業者の要望に応える特定地域づくり事業協同組合の運営

強化に取 り組んでいます。

地域産業の担い手不足を解決する手法として、特定地域づくり事業協同組合の取組

は参考となるものであります。

最後に、佐賀県小城市の小城農泊推進協議会 (小城ぱくっ !)の取組についてであ

ります。

青年海外協力隊として、中国、内モンゴルで砂漠緑化事業に取り組んできた坂本毅

氏が日本の里山が危機に瀕 していると感 じ、里山再生に取 り組むために活用 したのが

農泊事業でした。坂本氏が持続可能な里山再生に取 り組む地域は、佐賀県小城市石体

地区です。石体地区は、かつては二十数軒の集落でしたが、現在は10軒余 りの集落と

なっています。高齢化により耕作放棄地が増え続ける、いわわる限界集落です。
|

坂本氏はこの石体地区里山再生のため、イノシシなどの害獣駆除、野草を加工 して

の産品製造販売、そして地区唯一の農泊施設を活用 し、小城農泊推進協議会事務局長

として農林水産省農泊地域高度化促進事業 (こ の小城農泊については国のA評価)に

取 り組んでいます。
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今後の事業展開では、石体地区にまつわる伝説を具現化することや廃校を利用 した

アー ト展示、農村公園をキャンプ場にすることなどを計画 し、持続可能な地区になる

ことを目指し、活動に取 り組んでいます。

里山再生を農泊事業の活用で人を呼び込み、地域の再生 。活性化に取り組む坂本氏

の手腕に感銘するとともに、事業の進め方がとても参考となりまし

以上で、建設経済常任委員会の先進地行政視察報告とします。

なお、詳細については、関係資料を議会事務局に備えてあります

いただければと思います。

以上で、報告を終わります。

O議長 (平 田 武君) 以上で、議会運営委員会及び建設経済常任委

視察の報告を終わります。

す。

例制定について

第15号 専決処

、参考にして

の先進地行政

ヘ

⌒

日程第 4 議案の提出及び説明

○議長 (平 田 武君) 次に、日程第 4、 議案の提出及び説明に入 りま

議案第90号 南相馬市職員の給与に関する条例の一部を改正する条

から議案第119号  字の区域の変更についてまでの議案30件及び報告 |

分の報告についての報告 1件を議題 といたします。

市長から提案理由の説明を求めます。

市長、門馬和夫君。

(市長 門馬和夫君 登  壇 )

O市長 (門馬和夫君)令 和 5年第 5回南相馬市議会定例会が開催 されるに当た り、南

相馬市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてをはじめ、議案30

件、報告 1件を提出いたしました。

提出議案の説明に先立ち、 9月 市議会定例会以降の市政についての主なものを御報

告申し上げます。

初めに、相馬野馬追の開催 日程の変更について御報告いた します。

重要無形民俗文化財の指定を受ける文化庁より、10月 17日 付で、 日程変更に異論は

ないとの回答がありました。 このことを受け、■月 3日 に相馬野馬追体存会と相馬野

馬追執行委員会の総会が開催 され、 日程の変更案を正式決定いたしま
レ
た。

今後は、 5月 開催に向けて、日程の周知等、必要な準備を進めてまい ります。

次に、プレス リリースアワー ド2023の 受賞についてです。

10月 26日 に、プレスリリース配信などを行 うPR TIMES主 催による授賞式が

執 り行われ、本市の巣立ち応援 18歳祝い金支給事業に関するプレスリリースがローカ

ル賞を受賞 しました。この賞は、地元の魅力を内外へ広げることに最も貢献 したプレ
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ス リリースに贈 られるもので、1,161件 のエン トリーの中から選ばれました。なお、

自治体が受賞するのは全国初 となります。

子 どもたちの流出を防ぎ、地元に囲い込もうとする施策を打つ自治体が多い中で、

「さあ、行つといで。」と子 どもたちの未来を全力で応援する、背中を押す姿勢が多

くの人々の共感を生み、評価をいただきました。

今後も、地域社会全体で連携 。協力 しながら、子 ども 。子育てを本気で応援 してま

い ります。加えて、巣立った子 どもたちが戻つてきたいと素直に感 じ
‐

な魅力的なまちを、皆様 と築いてまい りたいと考えてお ります。   |

続 く11月 13日 には、株式会社マイファームと農業人材の育成や確保
|

の連携などに関する協定を締結 しました。             |
今回の協定による取組を通 じて、市民の健康づくりや農業人材の確

`
一層進めてまい ります。                     |

者の皆様を招いて、感謝の思いを伝えることができました。

イベン トでは、南相馬市のこれまでとこれからを考える トークセ ッションを行った

ほか、地元団体によるパフォーマンスを披露 しました。

支援者からは、 「ずっと応援 しています」、 「自分たちにできる支

などの温かいメッセージをいただき、地元参加者からは 「今の南相馬

らえてよかった」といった声も聞かれました。 さらなる復興を遂げる

恩返 しになると考えてお りますので、これからも多くの方々に関心を

様々なつなが りが保たれるよう取 り組んでまい ります。

続きまして、本 日提出いたしました議案について御説明申し上げます。

議案第90号から議案第97号までの条例の制定、改正については、関係法令の改正等
に
曇董菫露會強:彙 :こここ名督鸞土晟l姜補正予算(第 5号)につ|ては、国のデ
こ:[貫「][ξlin3需脅][垢 IIヽ鵜量2糠曇霙曇ご量]:像着』il●1魔

｀
万

曇翼lれこ■理.∫∫ピL南相馬市一般会計補正予算 悌 6つ についコ よ 南相馬

市第二次総合計画、 7つの政策の柱に基づく対応、令和 4年福島県沖地震及び令和 5

てもらえるよう

姜増進や市民サ

地域農業者と

呆・育成をより

|。

言でしたが、コ

(全国から支援

援を続けます」

[[禽[量Iλ

寄せていただき、
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第

年台風 13号 に伴 う被災に係る災害復旧など緊急に対応すべき予算を計上するもので、

この結果、88億 2,868万 7,000円 を追加 し、補正後の歳入歳出予算の総額を555億 8,937

万4,000円 としてお ります。

議案第100号から議案第107号までの各会計補正予算については、それぞれの目的に

応 じた事業を実施するための所要額を計上 したところであります。

議案第108号から議案第HO号までの工事請負変更契約の締結について並びに議案第

111号及び議案第112号の財産の取得については、議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。

議案第H3号から議案第H6号までの公の施設に係る指定管理者の指定について及び

議案第H7号の公の施設に係る指定管理者の指定期間の変更については、地方 自治法

の規定により議会の議決を求めるものであります。

議案第H8号  民事調停の申立てについては、滞納 している市営住宅の家賃の支払

いについて民事調停を申し立てるため、地方自治法の規定により議会

ものであります。

議案第H9号の字の区域の変更については、原町区原町東地区にお

を求める

基盤総合整備事業に伴い、字の区域を変更する必要が生 じたため、

により議会の議決を求めるものであります。

る福島県復興

自治法の規定

報告第15号の専決処分の報告については、地方 自治法の規定に基づ 、議会の委任

により専決いたしました 3件について報告するものであります。

以上、提出議案の大要について御説明申し上げましたが、議案第98号の令和 5年度

南相馬市一般会計補正予算 (第 5号)については、急ぎ給付金事務をi

議をお願いするものであります。

なお、詳細については、御質疑に応 じまたは委員会において御説明 l

で、御審議の上、御議決を賜 りますようお願い申し上げます。

O議長 (平 田 武君) これをもつて提案理由の説明を終わ ります。

饉めるため、先

卜し上げますの

日程第5 議案第 98号 令和 5年度南相馬市一般会計補正予算につい

て

○議長 (平 田 武君) 次に、日程第 5、 議案第98号 令和 5年度南相馬市一般会計補

正予算についてを議題 といたします。

これより本件について質疑に入 ります。ごぎ士蟷襲澤詢κ牛

υ`

15番、渡部一夫君。

015番 (渡部―夫君) それでは、質疑をしてまい りたいと思います。

内容等々については既に通告 してありますから、その内容になるわけでございます。
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若干、説明をさせていただきたいとい うふ うに思います。

今ほど市長の説明の中に、この案件については国のデフレ完全脱却のための総合経

済対策に伴 うとい う御説明がありました。私たちに示されている内容については、ま

さに生活が大変苦 しいといいますか、日常の生活が大変だとい うことにある人のため
lklノ

)ふ うに提示されてございます。

Dいて、どのように受け止めていけばいいの

とヽいうふうに思います。まげ■そ七から御

O

O議長 (平 田 武君)健 康福祉部長。

O健康福祉部長 (丸山光清君) 3款 民生費、 1項社会福祉費、 1目 社会福祉総務費、

G8凛路、低所得世帯重点支援給付金支給事業、予算書14ページ、15ページ♂墾要事

業説明書10ページ、Hページになります。

市民生活を知る市政運営 としての考え方について伺 うとい うことでございます。

本市におきましては、さきにエネルギー・食品価格等の物価高騰に伴 う低所得世帯

への支援 といたしまして 3万円の給付をな

今回は先ほども話にありますが、国のラ

しまして、さきの給付金の対象者である僣

円の給付をするものでございます。

物価高騰による家計への影響は多くの市民に関わるものとい うふ うに捉えています

けれ ども、今回は特に低所得者の方々への影響が大きいとい うことから、さきの給付

金の情報、振込口座等々の確認を行いながら速やかに年内に支給、給′

手続を進めまして、負担軽減を図つていくという彙≦ふ考ぇでござぃ

○議長 (平 田 武君) 15番、渡部一夫君。

015番 (渡部―夫君)今 の部長答弁は私が通告 した内容に沿つた、い )

たるのかなとこんなふ うに思いながらお伺いをしてまい りました。

私がお聞きしたかつたのは、デフレ脱却 とい うそこの部分を今ほど:

ましたその整合性 といいますか、そ うい うところからどうい うふ うに;

寸できるように

ます。

bゆ る答弁に当

部長が答弁 され

砧びつけて考え

ていけばいいのか。本当にこの対応が、この政策が、施業転デフレ脱却につながって

いくのかということをまずお伺いをさせていただいたということでございますから、

その点についてお示しをいただきたい。それが 1点。        ‐

もう一つは、いわゆる物価高準曇 に私たちの国民生活といいますか、市民生活がど

ういう状況にあるのかということが、まさに議会を挙げ、そして市政を預かる皆さん

の最大の関心事でなければならないというふ うに思つているところでございます。指

をくわえて眺めていられるほど、市民の生活というのは安定的に、そして明日も何て

いいますか、憂いのないといいますか、そういうふ うな生活になっているのかという
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と、必ずしも私はそうなつていない。そして、日々生活を切 り詰めているというのが

市民の皆さんの実態ではないか。それは取 りも直さず、スーパーや買物に行つたとき

にどういう買物をしているのか、そのことをやはりつぶさに私は見ていかないと、本

当の意味での市民生活の実態について市を挙げて把握することは困難ではないのか、

このように思つているところでございます。

私も実際そういう立場といいますか、いわゆる買物等々の状況に鑑みますと、今、

私が述べたような状況下にあることは間違いないのでないか、こうい |

いるところでございまして、ただ単に物価高が今支給 しなくてはならフ

の問題ではないとい う、そこのところをどう受け止めているのかとい
|

た内容になるわけでございます。

その 2点について、お伺いをさせていただきたいと思います。   |

:電曇増孟]長]『L光辱曇
『

祉

馨『 i国のデフレ完全脱却のための総|

う言葉がございますが、これが果た して今回、低所得煮向けの給付金
1か

彙1:iヽ [lititi瞥彙二:1百1:i讐勇ま話とぃぃますか
|

却のための総合経済対策、その一環で今回、特に低所得者、特に物価‖
への影響が大きいと言われる方々に対 してまずは物価高騰に対する影1

うふうに思って

いい人たちだけ

,こ とが通告し

舒経済対策とい

でどのように生

デフレ完全脱

訂騰による家計

雪の軽減、なく

卜が、このとき

ど見ますと、高

静という方々が

しいうことで、

すためにいち早く給付金を支給するという国の制度でございますので、本市におきま

しても、多くの市民の方々が物価高騰に対する影響があるというのは十分承知をして

お りますけれ ども、まずは国が示す低所得者 と言われる方々に対 しま

給するのを優先 したいという≦二軽 考えてお ります。

本市におきましては令和 5年 6月 に既に 3万円の支給をしてお りま
‐

に約 4万4,723世帯の方々に給付を行ってお ります。その給付の中身′

齢者のみの世帯、さらには高齢者で夫婦を営んでいる高齢者同士の世 1

3,472世帯お りまして本市全体の世帯の14.3%、 この方々が低所得者 1

これまで 3万円の支給等々を行つてお ります。

して給付金を支

今回もこの国のデフレ完全脱却のための総合経済対策の一環 として、まずは低所得

者 と言われる方に新たに 7万円の支給をするとい うことですので、本市といたしまし

ても一般の方々、全て物価高の影響があるというのは承知しておりま

ずはこういつた特に影響のある低所得者の方への給付を急ぐというも

す

の

けれども、ま

でございます。

そして、 2つ 目に、物価高対策、市民に対するもの、買物等々、金額等が高騰によ

る影響というものは十分あるかと思います。繰 り返しになりますけれども、今回は国

の政策の中で、特に影響が大きい低所得者の方に速やかに給付金の支給を行 うという

ことでございます。国のほうでは定率減税、さらには所得税の減税を今後行 う等々、
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国の施策はマスコミ等でも報道されてお りますので、配 本市にお

⌒

のかと思いますので、こういつた国の施策等については注視をしていきたいと考えて

お ります。

O議長 (平 田 武君) 15番、渡部一夫君。

015番 (渡部一夫君)言 いたいことたくさんあるんですが、 3間で終わつてしま うと

い うところに非常にジレンマを感 じているといいますか、今、部長答弁なされました。

大体、大方、市民の皆さんも聞いていて、そ うなんだなとい うふ うになるんだろうと

思います。

ただ、国の政策 とい うふ うに一概に言いますけれ ども、私たちが論 じなくちゃなら

ないのは南相馬市民の生活がどうあるべきなのか、ここを論 じないで申の政策がその

ようになっているから、そのまま移行すればいいんだ、実施をすればいいんだとい う

ことではないとい うことを私は再三再四申し上げているところでございます。

もう一つは、いわゆる支給される、されないのはざまにある人、これは条件が示 さ

れていますから、そこに到達 していない人の生活実態、これが 7パ製給 される人はい

いとい うことは言いませんけれ ども、しか しながら、それに見合ったようなそ うい う

人たちがたくさんいるとい うこと、これが市民生活の実態なんです。ただ、今、支給

される条件を満たした人だけが 7万円の支給だけでいいのかとい うことを私が述べて

いるところでございます。ですから、市民の生活の実態 とい うのは、そ うい うところ

まで目を向けていかないと、本来は拾わなくてはならない、支給 しな (て はならない

ヒを申し上げて人を支給 しないでしまう、そ うい うことになりはしないのかとい うこ

いるところでございます。

3回 目は、いわゆる税の負担による公平・公正性です。言 うならば、国の税金です

が、市の税金に置き換えて考えたときに、市民生活を鑑みて大変な状況にあるとすれ

ば当然市民税をどうい うふ うに市民から徴収すべきなのか、こうい うところまで思い

をはせないと、ただ単に支給すればいいとい う問題ではないとい うふ うに思います。

あわせて、支給するとい うふ うに言いますけれ ども、私たちが納めた税金なんです、

これは。国はさも、こういう解消に恩恵があるような言い方をします れども、それ

も私たちが納めた税金です。もしかすると、税金を納め過ぎたのでは いかというふ

うにさえ思えてな りません。ですから、税の負担をどうい うふ うに考 ていくべきな

のかとい うことは、あえて国民の市民の生活を抜きにして、私は考え ことができな

の施策などに注視ごし

たものが物価高騰対策 |

い
き:Z:i:]:]里 1:去fi:二讐[薫li[[|すればと思い

きましても、国

ながら、今後想定される、さらには予定される事業、こういっ

だ専年る対応 として十分事業化 して市民の方々に提供できるも

○議長 (平 田 武君)健 康福祉部長。
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○健康福祉部長 (丸山光清君)今 ほど3点の再質問をいただきました。

まず、 1つ 目ですが、今回、国の財源を有効に活用 しながら市民の皆様、対象 とな

る皆様にいち早く給付金の支給をするとい うことでございますので、これは全国、国

から示 された内容を明言 してお りまして、本市におきましても予算化

の事業を推進するとい うことでございますので、これまで同様に国の

用 しながら市の事業 として取 り組んでいきたいと考えています。

2つ 目に、支給 される方のはざまにある人をどう救い上げるのかと

いますが、確かに今回対象 となる方については低所得世帯の方々、住

除されている方等々にな ります。 しからば、それ以外の方はどうする

して有効にこ

は有効に活

うヽことでござ

等割を免

ございますが、市 といたしましてもそ ういった部分についての実

得ない状況にあるかと思います。

等はせ ざるを

ただ、今回については、繰 り返 しにな りますけれ ども、国から示さ たメニューの

一つの中で低所得者対策をいち早く行 うとい うことでございますので、今回はこれを

速やかに皆さん議決をいただきながら手続を取つていきたいとい うこ

で、御理解をいただきたいと思います。

3つ 目に、税の負担についてでございます。

こちらについても、それぞれ市町村において税の負担、徴収等を行

とでありますの

ておりますけ

れ ども、これも繰 り返 しになって大変恐縮ですが、今回は国から示 されている低所得

者対策、物価高騰対策の一環 として低所得者の対象 となる方への 7万円の給付を行 う

とい うことでございます。先ほども申しましたが、国のほうでは令和 6年 9月 頃、今

後とい うことでございますけれども、定率

もマスコミ報道等にも示されてお ります。

の負担、徴収についていろいろ議論をする

つた部分についてはそ ういつたところで今

大変繰 り返 しになって恐縮ですが、今回、国から示されている事業の内容を、その

一つとして低所得者世帯に対 し7万円の給付を速やかに行 うとい うことでありますの

で、本市におきましても議決をいただいた後に速やかに手続を取 りまして、年内中に

この事業を推進していきたいという≦与墨考えております。
O議長 (平 田 武君) ほかにございませんか。

(「 なし」 と呼ぶ者あり)

○議長 (平 田 武君) なければ、これをもつて本件に対する質疑を終

お諮 りいたします。

ただいま議題 となってお ります議案第98号 については、会議規則第

定により委員会の付託を省略 したいと思います。

これに御異議ありませんか。

借いた します。

、とぃぅ鶏 で

ヘ
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(「 異議なし」 と呼ぶ者あり)

O議長 (平田 武君)御 異議なしと認めます。

よって、ただいまの議案第98号については、委員会の付託を省

したO             ttン
これより討論に入 ります。ございきせんか。

(「 なし」と呼ぶ者あり)

O議長 (平 田 武君) なければ、これをもつて討論を終結いたしま

これより採決いたします。

ただいま議題 となつてお ります議案第98号については、原案のと

に御異議ありませんか。

(「 異議なし」と呼ぶ者あり)

0議長 (平田 武君)御 異議なしと認めます。

よつて、議案第98号 は原案のとお り可決されました。

以上で、本 日の日程は全部終了いたしました。

お諮 りいたします。

明12月 7日 及び 8日 は議案調査のため、並びに12月 9日 及び10日

れぞれ休会 したいと思います。

これに御異議ありませんか。

(「 異議なし」 と呼ぶ者あり)

O議長 (平 田 武君)御 異議なしと認めます。

よつて、明12月 7日 から10日 までの 4日 間は休会することに決 しJ

次の会議は12月 H日 午前10時から開くことといたします。

本 日はこれをもつて散会いたします。

午前 10時 48分 散

ることに決 しま

⌒

り可決すること

休 日のため、そ

した。

△

=
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